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行政書士実態調査について（依頼） 

 

近年の規制改革や急速なＩＣＴ化等により、社会環境が日々変化する中で、行政書士業

務の複雑化、専門化が進んでおります。また、ＡＤＲ、成年後見、法教育等への取組みな

どにおきましても、行政書士の果たすべき社会的役割が一層期待されているところです。 

日行連では、そのような変化の中、その時々における行政書士の果たすべき役割を鮮明

にし、さらなる行政書士制度の確立に向けて、今後の政策の決定、実行に生かすことので

きる有益な情報を得るため、５年に１度の「行政書士実態調査」を実施いたします。 

また、本年度につきましては、政府より FATF第４次審査の対応が求められていること

から、犯罪収益移転防止法に基づく行政書士の業務に関する項目もあげております。 

皆様にはご多忙の折、大変恐縮ではございますが、本趣旨をご理解いただき、制度発展

のためインターネットまたは FAXにてご回答のご協力をいただきたく、何卒よろしくお

願い申し上げます。 

記 

１ 実施方法 

 （１）対 象 者：全会員 

 （２）回答方法：以下の方法より、１つお選びいただき、回答願います。 

 

＜回答方法①：インターネット回答＞ 

   本会ホームページ（https://www.gyosei.or.jp/）より会員サイト「連 CON」にログ

インし、「行政書士実態調査」回答ページにアクセスの上、ご回答願います。 

※平成３０年５月１日（火）より、「行政書士実態調査」のお知らせのページを本会ホ

ームページに掲載します。 

※会員サイト「連 CON」へのログインＩＤ・ＰＷがご不明な場合は、別添参考資料

（回答方法①インターネット回答）をご確認いただき、メールにてご連絡願います。 

 

＜回答方法②：ＦＡＸ回答＞ 

 日本行政５月号に同封の「行政書士実態調査票（平成３０年４月）」に回答をご記入

の上、ＦＡＸにてご送付願います。＜ＦＡＸ返信先：０３－３４００―９９００＞ 

 

※ご回答は１会員につき１回までとさせていただきます。 

 

２ 回答締切日  平成３０年６月１１日（月） 

 

 



３ その他 

 （１）調査対象会員は平成３０年６月１日までの行政書士名簿登載者とします。 

 （２）集計結果は「月刊日本行政」及び本会ホームページに掲載します。 

（平成３０年１０月頃を予定） 

 （３）「犯罪収益移転防止法に基づく行政書士の業務に関する調査」においては、個人

情報をご提供いただく場合がありますが、ご提供いただいた情報の使用は、追加

調査のご協力のお願いに関する事項以外、使用いたしません。 

（４）不明点等がございましたら、下記までご連絡ください。 

【お問い合わせ先】日本行政書士会連合会事務局 総務課総務係  

 

 

＜参考資料＞ 

 行政書士実態調査 回答方法①（インターネット回答） 


